
藤沢市法人立保育所保育士等確保事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、藤沢市内において認可保育施設を設置運営する法人（以下「法人」と

いう。）に対し、保育士等の確保に係る経費を助成することにより、当該保育施設の健全

な運営を図り、児童福祉の向上に資するため、予算の範囲内において藤沢市法人立保育所

保育士等確保事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、藤沢市補

助金交付規則（昭和３５年藤沢市規則第１１号。以下「規則」という。）に規定するもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助の対象） 

第２条 補助の対象となる保育施設とは、児童福祉法第３５条第４項の規定に基づく認可を

受け、同第３９条第１項に規定する保育所のうち、藤沢市内において法人が運営する施設

とする。また、補助の対象となる保育士等とは、当該保育施設で雇用される保育士、栄養

士、調理員、事務職等の職員とする。 

 

（補助の対象経費等） 

第３条 補助の対象となる経費は、法人が当該年度内に実施し支払いをする事業とし、そ

の区分、補助対象経費並びに補助金の算定基準又は補助金の額は別表第１のとおりとす

る。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。 

 

（補助金交付申請手続） 

第４条 補助金の交付を受けようとする法人は、藤沢市法人立保育所保育士等確保事業補助

金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）に、次の各号に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。この場合において、規則第３条第２項第２号に規定

する収支予算書又はこれに代わる書類は省略できるものとする。 

（１）保育士等確保事業計画書（第２号様式） 

（２）その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金交付決定） 

第５条 前条の規定により、補助金交付の申請があった場合は、その内容を審査のうえ、交

付の可否を決定し、藤沢市法人立保育所保育士等確保事業補助金交付決定通知書（第３号

様式。以下「交付決定通知書」という。）により通知する。 

２ 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定をした場合において、事業の性質上、当

該事業に要する費用があらかじめ確定しないものについては、補助金の額を交付予定額

とし、交付決定通知書にその旨を記載するものとする。 



（事業計画の変更等） 

第６条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた法人が、当該事業の計画を変更しよう

とする場合は、藤沢市法人立保育所保育士等確保事業計画変更承認申請書（第４号様式）

に、保育士等確保事業変更計画書（第５号様式）を添えて、速やかに市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定により事業計画の変更承認申請があったときは、その内容を審査の

うえ、承認の可否を決定し、藤沢市法人立保育所保育士等確保事業計画変更承認等決定通

知書（第６号様式）により通知するものとする。 

 

（事業完了届及び実績報告） 

第７条 第５条の規定により補助金の交付決定通知を受けた法人は、藤沢市法人立保育所保

育士等確保事業完了届兼実績報告書（第７号様式）に、次の各号に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。この場合において、規則第８条第１項第２号に規定する

収支決算書又はこれに代わる書類は省略できるものとする。 

（１）保育士等確保事業活動報告書（第８号様式） 

（２）活動に係る対象経費の領収書等の写し 

 

（交付金額の確定） 

第８条 市長は、第５条第２項の規定により補助金の額を交付予定額として決定した場合に

おいて、前条の規定よる実績報告書の提出があった場合は、その内容について速やかに審

査し、交付すべき補助金の額を確定し、藤沢市法人立保育所保育士等確保事業補助金交付

金額確定通知書（第９号様式）により通知するものとする。 

 

（補助金の交付等） 

第９条 市長は、第７条の規定による実績報告書の提出を受け、事業の完了を確認した後に、

補助金を交付するものとする。 

２ 第５条の規定による補助金の交付決定通知、又は前条の規定による補助金の交付額確定

通知を受けた法人は、当該補助金の請求に係る書類を、市長が指定する日までに提出しな

ければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告） 

第１０条 補助金の交付を受けた法人は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により

本補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市

長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させ

ることができる。 

 

 



（交付決定の取消し及び返還） 

第１１条 市長は、第５条の規定により補助金の交付決定を受けた法人が、次の各号に掲げ

る事項のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部又は一部を取消し、若しく

は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（１）この要綱の規定に違反した場合 

（２）書類の記載事項について事実と相違した場合 

（３）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合 

（４）第１３条の規定による報告又は調査を拒否し、又は指示に従わない場合 

 

（書類の整備） 

第１２条 補助金の交付を受けた法人は、当該補助金に係る事業の収入及び支出を明らかに

した帳簿を備え、かつ、当該支出及び収入に係る証拠書類を整備するとともに、当該補助

の終了後５年間保管しておかなければならない。 

 

（調査等） 

第１３条 市長は、補助金の交付を受けた法人に対し、必要があると認めた場合は、執行状

況等の報告を求め、又は職員を保育施設に立ち入らせ、執行状況等に係る帳簿書類等を調

査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 市長は、前項の報告又は実地調査に基づき必要がある場合は、適切な指示を行うものと

する。 

 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、藤沢市法人立保育所保育士等確保事業補助金の交

付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、令和１１年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加え、その結

果について必要な措置を講ずるものとする。 

 

  附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 



 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月３１日改正） 

（施行期日） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和６年３月３１日改正） 

（施行期日） 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  

附 則（令和 7年３月３１日改正） 

（施行期日） 

 この要綱は、令和７年４月 1日から施行する。 

 

附 則（令和８年３月３１日改正） 

（施行期日） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

区分 補助対象経費 補助金の算定基準又は補助金の額 

広告経費 

（年額） 

保育士等の募集広告、就職

説明会等の出展に係る経

費（市外施設分が含まれる

場合は算定基準による。） 

次により算出した補助事業費、又は補

助基本額（上限額）のいずれか低い額

とする。 

・補助事業費（実費相当額） 

市外施設が含まれる場合は、実費相

当額×市内／（市内＋市外）施設で算

出する。 

・補助基本額（上限額） 

 年間 100,000 円×市内施設数 

出張旅費 

（年額） 

就職説明会等のため、大

学・短大等への出張旅費

（ただし、公共交通機関の

うち電車・バスを利用した

ものに限り、特別料金等は

除く。市外施設分が含まれ

る場合は算定基準によ

る。） 

次により算出した補助事業費、又は補

助基本額（上限額）のいずれか低い額

とする。 

・補助事業費（実費相当額） 

市外施設が含まれる場合は、実費相

当額×市内／（市内＋市外）施設で算

出する。 

・補助基本額（上限額） 

 年間 50,000 円×市内施設数 

人材派遣手数料

（年額） 

人材派遣会社等に支払う

紹介手数料 

次により算出した補助事業費、又は補

助基本額（上限額）のいずれか低い額

とする。 

・補助事業費（実費相当額） 

 実費相当額 

・補助基本額（上限額） 

年間 500,000 円×市内施設数 

 ただし、令和８年度においては 

年間 600,000 円×市内施設数 

 

 


